
は
じ
め
に

国
税
庁
の
事
前
照
会
に
対
す
る
文

書
回
答
手
続
は
、
①
納
税
者
サ
ー
ビ

ス
の
一
環
と
し
て
、
事
前
照
会
に
対

す
る
回
答
を
文
書
で
行
う
と
と
も

に
、
②
そ
の
内
容
を
公
表
す
る
こ
と

に
よ
り
、
同
様
の
取
引
等
を
行
う
他

の
納
税
者
の
予
測
可
能
性
を
高
め
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い

ま
す
。

文
書
回
答
手
続
の
事
務
処
理
手
続

等
を
定
め
る
事
務
運
営
指
針
が
、
平

成
２３
年
３
月
３１
日
付
課
審
１
―
２
外

に
よ
り
一
部
改
訂
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
１４
年
の
制
定
以
来
３
回
目
と

な
る
今
回
の
改
正
で
は
、
①
照
会
文

書
の
提
出
か
ら
お
お
む
ね
１
月
以
内

に
、文
書
回
答
の
可
能
性
及
び
処
理
の

時
期
の
見
通
し
等
を
口
頭
で
事
前
照

会
者
に
説
明
す
る
手
続
が
新
設
さ
れ
、

②
照
会
内
容
の
公
開
を
延
長
で
き
る

期
間
を
従
来
の
１
８
０
日
か
ら
１
年

と
し
、
延
長
の
申
出
に
係
る
相
当
の

理
由
の
例
示
も
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

文
書
回
答
制
度
は
、
納
税
者
の
利

便
性
に
大
き
く
資
す
る
制
度
で
す
。

し
か
し
、
注
意
す
べ
き
手
続
事
項
も

多
く
、
ま
た
、
得
ら
れ
た
回
答
が
照

会
者
の
見
解
と
異
な
っ
た
場
合
は
も

と
よ
り
、
一
致
し
た
場
合
で
あ
っ
て

も
、
法
的
効
力
が
な
い
制
度
で
あ
る

こ
と
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

１

文
書
回
答
手
続
の
概
要

（
平
２３
・
３
・
３１
課
審
１－

２
外
）

前
記
事
務
運
営
指
針
か
ら
文
書
回

答
手
続
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
項
目

を
概
観
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
な
お
、

事
務
運
営
指
針
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
及
び
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
に
も
収
録
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
実
際
に
事
前
照

会
を
さ
れ
る
場
合
は
、
必
ず
全
体
を

ご
一
読
く
だ
さ
い
。

�

事
前
照
会
の
範
囲

①

事
前
照
会
者
が
、
自
ら
実
際
に

行
っ
た
取
引
等
に
つ
い
て
の
国
税
に

関
す
る
法
令
の
解
釈
・
適
用
そ
の
他

の
税
務
上
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
前

照
会
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
法
令

解
釈
通
達
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
取
扱

い
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
も
の

で
、
主
な
も
の
と
し
て
以
下
の
条
件

に
該
当
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

イ

取
引
等
に
係
る
国
税
の
申
告
期

限
前
（
源
泉
徴
収
等
の
場
合
は
納
期

限
前
）
の
事
前
照
会
で
あ
る
こ
と

ロ

審
査
に
必
要
な
資
料
の
提
出
並

び
に
照
会
内
容
が
公
表
さ
れ
る
こ
と

等
に
同
意
す
る
こ
と

ハ

仮
定
の
事
実
関
係
や
複
数
の
選

択
肢
が
あ
る
事
実
関
係
に
基
づ
く
も

の
で
は
な
い
こ
と

ニ

調
査
等
の
手
続
、
徴
収
手
続
等

又
は
個
々
の
財
産
の
評
価
や
取
引
価

額
の
妥
当
性
に
関
す
る
判
断
で
は
な

い
こ
と

�

文
書
回
答
及
び
公
表

①
文
書
回
答
の
見
通
し
等
が
照
会
文

書
の
提
出
か
ら
お
お
む
ね
１
月
以
内

に
事
前
照
会
者
に
口
頭
で
説
明
さ
れ

ま
す
。

②

文
書
回
答
は
照
会
文
書
の
提
出

か
ら
原
則
と
し
て
３
月
以
内
に
回
答

に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
一
定
の
場
合
は
回
答
が
延
長
さ

れ
ま
す
。

③

事
前
照
会
者
の
見
解
が
相
当
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
「
貴
見
の
と
お

り
で
差
し
支
え
な
い
」
旨
の
回
答
文

書
が
、
一
方
、
相
当
と
認
め
ら
れ
な

い
場
合
は
、そ
の
理
由
を
付
し
た
「
貴

見
の
と
お
り
取
り
扱
わ
れ
る
と
は
限

ら
な
い
」
旨
を
回
答
す
る
文
書
が
送

付
さ
れ
ま
す
。

④

文
書
回
答
の
公
表
は
原
則
と
し

て
回
答
後
２
か
月
以
内
に
行
わ
れ
ま

す
が
、
事
前
照
会
者
か
ら
一
定
期
間

内
（
１
年
を
超
え
な
い
期
間
内
）
で

の
公
表
を
求
め
る
申
出
が
あ
っ
た
場

合
、
そ
の
理
由
が
相
当
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
申
出
の
期
間
後
に
公
表

さ
れ
ま
す
。

�

文
書
回
答
制
度
の
性
質

文
書
回
答
は
納
税
者
サ
ー
ビ
ス
の

一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
す
か

ら
、不
服
申
立
て
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、

そ
の
回
答
は
納
税
者
及
び
課
税
庁
を

拘
束
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

２

事
前
照
会
者
の
求

め
る
見
解
が
相
当
と

認
め
ら
れ
な
か
っ
た

文
書
回
答
事
例

�

平
成
２３
年
３
月
３０
日
付
広

島
国
税
局
文
書
回
答
「
適
格
退

職
年
金
制
度
の
廃
止
に
よ
り
年

金
受
給
者
に
支
払
わ
れ
る
一
時

金
の
所
得
区
分
に
つ
い
て
」

照
会
者
は
、
適
格
退
職
年
金
制
度

を
廃
止
し
て
確
定
拠
出
型
年
金
制
度

に
移
行
す
る
に
伴
い
、
年
金
受
給
者

に
支
給
す
る
一
時
金
が
所
得
税
基
本

通
達
３１－

１
�
に
定
め
る
「
将
来
の

年
金
給
付
の
総
額
に
代
え
て
支
払
わ

れ
る
も
の
」
に
該
当
し
、
退
職
所
得

に
当
た
る
と
い
う
見
解
の
相
当
性
を

事
前
照
会
し
ま
し
た
。

広
島
国
税
局
は
、
本
件
一
時
金
は

適
格
退
職
年
金
契
約
の
解
除
に
基
因

す
る
残
余
財
産
の
分
配
に
当
た
り
、

退
職
を
直
接
の
支
給
事
由
と
す
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
退
職
所
得

に
は
該
当
せ
ず
、
一
時
所
得
と
な
る

と
回
答
し
て
い
ま
す
。

平
２１
・
７
・
１
東
京
高
裁
・
原

判
決
取
消
し
・
上
告
・
Ｚ
８
８

８－

１
５
５
７

本
件
判
決
は
、
前
記
広
島
国
税
局

文
書
回
答
と
同
様
に
適
格
退
職
年
金

制
度
か
ら
確
定
拠
出
型
年
金
制
度
に

移
行
す
る
際
の
一
時
金
の
所
得
区
分

を
争
点
と
す
る
事
案
で
す
。

納
税
者
は
、
転
籍
に
伴
い
転
籍
先

の
退
職
金
制
度
に
よ
り
適
格
退
職
年

金
制
度
の
下
で
算
定
さ
れ
た
持
分
を

確
定
拠
出
型
年
金
制
度
に
移
行
せ
ず

一
時
金
と
し
て
受
領
す
る
こ
と
を
選

択
し
、
本
件
一
時
金
は
退
職
所
得
に

当
た
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

東
京
高
裁
は
、
本
件
分
配
金
は
納

税
者
が
転
籍
に
よ
り
元
の
会
社
と
の

雇
用
関
係
が
終
了
し
た
こ
と
に
基
因

し
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

退
職
に
よ
り
支
払
わ
れ
た
も
の
（
所

令
７２
②
四
）
に
当
た
ら
ず
、
一
時
所

得
に
該
当
す
る
と
し
て
、
退
職
所
得

と
認
定
し
た
原
判
決
（
平
２１
・
１
・

２８
東
京
地
裁
・
Ｚ
８
８
８－

１
５
５

６
）
を
取
り
消
し
ま
し
た
。

�

平
成
１６
年
９
月
２７
日
付
関

東
信
越
国
税
局
文
書
回
答
事
例

「
租
税
特
別
措
置
法
第
４２
条
の

１１
（
情
報
通
信
機
器
を
取
得
し

た
場
合
等
の
特
別
償
却
又
は
法

人
税
額
の
特
別
控
除
）
の
適
用

に
つ
い
て
」

照
会
者
は
、
１
９
９
２
万
円
で
購

入
し
た
電
子
計
算
機
及
び
印
刷
機

が
、
Ｉ
Ｔ
減
税
と
い
わ
れ
る
旧
措
置

法
４２
条
の
１１
の
対
象
で
あ
る
デ
ジ
タ

ル
複
写
機
に
該
当
す
る
か
否
か
を
事

前
照
会
し
ま
し
た
。

関
東
信
越
国
税
局
は
、
照
会
の
電

子
計
算
機
及
び
印
刷
機
は
一
の
減
価

償
却
資
産
で
あ
り
、
製
品
概
要
及
び

使
用
状
況
等
か
ら
す
れ
ば
、
デ
ジ
タ

ル
複
写
機
並
び
に
電
子
計
算
機
に
は

該
当
せ
ず
、
同
法
の
適
用
は
受
け
ら

れ
な
い
と
の
見
解
を
示
し
て
い
ま
す
。

平
２２
・
３
・
２３
非
公
開
裁
決
・

一
部
取
消

し
・
Ｆ
０－

２－

３
８
２

本
件
裁
決
は
、
前
記
関
東
信
越
国

税
局
文
書
回
答
と
同
様
に
旧
措
置
法

４２
条
の
１１
の
適
用
の
是
非
が
争
わ
れ

た
事
案
で
す
。

審
査
請
求
人
が
生
産
ラ
イ
ン
に
設

置
し
た
市
販
電
子
機
器
及
び
Ｃ
Ｃ
Ｄ

カ
メ
ラ
等
が
電
子
計
算
機
に
該
当
す

る
か
否
か
に
つ
い
て
、
審
判
所
は
、

機
械
装
置
等
に
組
み
込
ま
れ
た
資
産

で
あ
っ
て
も
、
特
例
対
象
資
産
の
要

件
を
満
た
し
て
い
る
限
り
、
減
税
の

対
象
と
な
る
の
が
法
の
趣
旨
で
あ
る

と
し
て
、
原
処
分
の
一
部
を
取
り
消

し
て
い
ま
す
。

最
後
に

上
記
照
会
者
の
見
解
が
相
当
と
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
回
答
を
読
む
限

り
、
そ
の
理
由
は
十
分
な
説
明
と
い

え
る
か
疑
問
が
生
じ
ま
す
。

船
舶
建
造
に
係
る
「
承
諾
書
取

引
」
が
、
資
産
の
譲
渡
等
に
当
た
る

か
否
か
が
争
わ
れ
た
平
成
２３
年
７
月

１５
日
福
岡
地
裁
に
お
い
て
、
内
航
総

連
が
当
該
取
引
に
つ
い
て
事
前
照
会

し
、
課
税
庁
が
不
課
税
で
あ
る
と
の

回
答
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
増
田

隆
久
裁
判
長
は
、
租
税
法
律
主
義
の

観
点
か
ら
す
れ
ば
、
課
税
庁
が
当
該

見
解
を
公
に
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

こ
れ
が
裁
判
規
範
と
な
る
も
の
で
は

な
い
と
判
示
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
上
記
２
�
の
東
京
高
裁
は
、

退
職
一
時
金
に
関
す
る
所
得
税
法
の

立
法
経
緯
か
ら
説
き
起
こ
す
こ
と
に

よ
り
、
結
論
に
至
っ
て
い
ま
す
。
照

会
者
と
し
て
は
、
判
決
・
裁
決
を
駆

使
す
る
こ
と
に
よ
り
課
税
当
局
か
ら

よ
り
精
緻
な
回
答
を
求
め
る
こ
と
が

必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

－

事
前
照
会
に
対
す
る
文
書
回
答－

そ
の
効
果
と
限
界
を
知
っ
て
活
用
を
！

正
木

洋
子
〔
目
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〕
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